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生産物賠償責任保険
食中毒利益保険

賠償責任保険普通保険約款　賠償責任保険追加条項　生産物特約条項　食中毒・感染症利益担保特約条項　他



安心して企業活動を行うために・・・

　飲食料品の製造・販売に携わる皆さまは、日頃から設備の改善、従業員教育の充実、仕入

れ材料の吟味等を通じ、食品衛生の維持、向上に心を砕いていることと存じます。

　しかしながら、新聞やテレビ等で度々食中毒のニュースが報じられているように、食品

の製造・販売にあたって十分注意を払われた場合でも、なお、絶対に発生しないと断言

することが困難なところに食中毒の恐ろしさがあるといえます。

　しかも、食中毒事故は一度に多数の被害者を出す場合が多く、賠償額も年々高額化して

いることから、万一の場合に支払わねばならない賠償金は莫大な金額になることも予想

されます。

　また、賠償金の支払いだけでなく、営業停止等の場合には休業損失や収益減少などの

損害も発生することになります。

　ここにご案内いたします生産物賠償責任保険および食中毒利益保険は、このような場

合に備えて、皆さまの経営の安定のためお役にたてる保険です。

生産物賠償責任保険とは

食中毒利益保険とは

は じ め に

生産物賠償責任保険
食中毒利益保険
のご案内

製造・販売した製品により、第三者に身体の障害または財物の損壊を与えた場合に法律
上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

飲食店等で食中毒や感染症が発生したことによって被る営業上の損失を補償します。

食中毒利益保険のみのお引受はできませんので、ご注意ください。！
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は じ め に

対象となる事故例

1 仕出し弁当に入っていた貝に細菌が付着し
ていたため、食中毒が発生した。

2  製造・販売した飲食物にガラスの破片が
混入していたため、口の中をケガした。

生産物賠償責任保険の事故例

食中毒利益保険の事故例

上記 1 の事故が発生したことにより、貴社（被保険者）の
営業施設が休業（もしくは、休業しないまでも売り上げが
減少）したため、営業上の損失が発生した。

次のような場合における営業上の損失をカバーします。
①貴社（被保険者）の営業施設における食中毒または感染症の発生
②貴社（被保険者）の営業施設で製造、販売、提供した食品に起因する食中毒の発生
③ 貴社（被保険者）の営業施設が食中毒または感染症の病原体に汚染された疑いがある場合
における保健所その他行政機関による施設の消毒、隔離その他の処置

この保険における感染症とは、下表の感染症にかぎります。
対象となる感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（ただし、病原体がベータコロナウイルス
属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。）

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

〈ご注意〉　感染症予防法に規定する新型インフルエンザ、再興型インフルエンザについては、対象となりません。

ポイント
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生産物賠償責任保険
食 中 毒 利 益 保 険  の補償内容

基
本
補
償

ニーズに合わせた幅広いオプシ 

基本補償の対象となるような損害賠
償請求がなされた場合、あるいは損害
賠償請求が発生するおそれがあるこ
とを貴社（被保険者）が知った場合に
おいて、貴社（被保険者）がその対処の
ために支出した費用（文書作成費用、
交通費、事故現場の調査費用、記録費
用・通信費など）を補償します。

事故対応特別費用補償被害者対応費用補償

費用内枠払い補償
保険金をお支払いする場合に、通
常は、設定された損害賠償金の支
払限度額（保険金額）とは別枠でお
支払いする費用保険金（損害防止
費用、緊急措置費用、権利保全行
使費用、争訟費用、協力費用）につ
いて、損害賠償金の支払限度額（保
険金額）の範囲内でお支払いする
ことにより、保険料を割引します。

※ 詳しくは、5  6 ページをご参照くだ
さい。

この2つのオプションはセットでご加入いただきます。

支払限度額 保険期間中1,000万円

被被被被

オプション
補償

ン

●不良完成品損害とは…
貴社（被保険者）が製造・販売した生産物が他の製品の成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用
されている場合に、その生産物の欠陥を原因として完成品が損壊（滅失、損傷または汚損）してしまうことで負担
する法律上の賠償責任による損害をいいます。

貴社（被保険者）が製造・販売した製品により、第三者の身体の障害または財物の損壊が発生
した場合に、貴社（被保険者）が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償
します。

「不良完成品損害」の保険金額は、基本補償の財物賠償保険金額の10％となります。！

生産物賠償責任保険

対人事故が発生した場合に、慣
習として支出した見舞金また
は見舞品の購入費用や、対物
事故が発生した場合に臨時に
必要とした費用を補償します。

支払限度額

被害者1名
（法人の場合は1法人）

対人見舞費用
死亡の場合 10万円
死亡以外の場合 2万円

対物臨時費用 ̶ 2万円
保険期間中 1,000万円

※ ここに掲載しているオプション補償は、全て「生産物賠償責任保険」にのみセットすることができます。上記以外にもお客さまのご契約内容によってセットで

「不良完成品損害」の保険金額を
基本補償の財物賠償保険金額の
50％または100％に引き上げます。

※ 詳しくは、取扱代理店または損保
ジャパン日本興亜までお問い合わせ
ください。

第三者医療費用の補償
事故により第三者の身体の障害
が発生し、貴社（被保険者）が医療
費用および葬祭費用を実際に支
出することにより
被る損害を補償し
ます。

不良完成品損害補償 50％または
100％

支払限度額

被害者1名につき50万円
保険期間中1,000万円
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ョンをご用意しております。

次のような事故の発生によって売上高が減少した場合、あらかじめ設定したてん補期間（損失を
補償する期間をいいます。）の営業利益その他損失を補償します。
●施設における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生
　ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
●施設において特定の感染症（注）が発生した場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
●施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いまたは特定の感染症（注）の病原体に汚染された疑いがある場合におけ
る保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置

（注）『特定の感染症』については 2ページ「対象となる感染症」をご参照ください。

人格権侵害補償

リコール費用補償

物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害補償

製品自体（Itself）の補償

支払限度額 保険期間中1,000万円
縮小支払割合 90%
自己負担額 基本補償の自己負担額と同額

支払限度額 1事故・保険期間中
500万円または1,000万円

自己負担額 基本補償の自己負担額（財物賠償）と同額

支払限度額 保険期間中1,000万円
自己負担額 基本補償の自己負担額と同額

製品による第三者の身体の障害や財
物の損壊が発生し、貴社（被保険者）に
保険金が支払われる場合、基本補償で
は対象外となっている、その原因となっ
た事故製品の回収費用および同様の
事故が発生するおそれのあるその他
同種製品の回収費用を補償します。

基本補償で対象となる急激かつ偶然
な事故が生じ、第三者の財物の物理
的損傷を伴わない使用不能損害が
発生したことによって、貴社（被保険
者）が法律上の賠償責任を負担する
ことによって被る損害を補償します。

製品による第三者の身体の障害や
財物の損壊が発生し、貴社（被保険者）
に保険金が支払われる場合、基本補
償では対象外となっている、その原因
となった事故製品それ自体に関わる
損害を補償します。

保険期間中に、貴社（被保険者）の業
務上の行為に起因する人格権侵害
または宣伝障害（不当な身体の拘束
による第三者の自由の侵害や名誉毀
損、プライバシーの侵害、著作権侵害
等）について、貴社（被保険者）が法律
上の賠償責任を負担することによっ
て被る損害を補償します。

支払限度額
被害者1名につき100万円
1事故・保険期間中1,000万円

食中毒利益保険

食中毒利益保険のみのお引受けはできませんので、ご注意ください。！

きるオプション補償があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

※ 支払限度額は、1事故500万円もしくは1,000万円をご選択いただきます。
※ 生産物特約条項の財物補償の1事故保険金額が5,000万円以上の場合
のみセットすることができます。

※ 生産物特約条項の財物補償の1事故保険金額が5,000万円以上の場合
のみセットすることができます。

※ 生産物特約条項の財物補償の1事故保険金額が5,000万円以上の場合
のみセットすることができます。
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お 支 払 い す る 保 険 金 の 種 類

事
故
発
生

訴訟等に発   事故発生後に生じる費用

基
本
補
償

オ
プ
シ
ョ
ン
補
償

1 から 5 までの費用は、原則としてその全額がお支払いの対象となります。
支払限度額はありません。ただし、費用内枠払い追加条項をセットした場合は、
支払限度額（保険金額）の範囲内でお支払いします。

3  権利保全行使費用
貴社（被保険者）が第三者に損害賠償請求で
きる場合に、その権利を保全・行使するため
に支出した費用をお支払いします。

1  損害防止費用
貴社（被保険者）が損害の
発生や拡大を防止した際に
支出した費用をお支払いし
ます。

2  緊急措置費用
損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあ
とに賠償責任がないことが判明した場合で
あっても、被害者に対する応急手当、緊急処
置のために支出した費用をお支払いします。

オプション補償によってお支払いできる損害賠償金・費用が拡大
されます。

被害者対応費用

4  争訟費用
貴社（被保険者）が事前に損保
ジャパン日本興亜の承認を得て
支出した訴訟費用、弁護士報酬
等の費用をお支払いします。

対人事故が発生した場合に、慣習として支出した
見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発
生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。

お支払いする保険金 = 1  損害防止
費用 + 2  緊急措置

費用 + 3  権利保全
行使費用 + 4 争訟費用 + 5 協力費用

！

 5  協力費用
貴社（被保険者）が損害賠償請求
損保ジャパン日本興亜が必要に
（被保険者）の代わりに解決に向
場合に、貴社（被保険者）が損保
支出した費用をお支払いします。
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ステップ4

ご加入にあたって
ステップ3

保険金の種類
ステップ2

補 償 内 容
ステップ1

は じ め に

食中毒利益保険の保険金

食中毒利益保険は、あらかじめ設定したてん補期間（注1）における損失について、次の算式
によって得られた額を限度にお支払いします。

（注1） てん補期間…損失を補償する期間をいい、保険期間とは異なります。
（注2） 付保経常費… 休業の有無に関わらず、経営維持のために支出を要する費用を経常費といい、

ご契約時に設定します。（例：人件費、不動産賃借費、固定資産減価償却費など）

 展した場合の費用 和解・判決による損害賠償金のお支払い

6  損害賠償金
被害者に支払うべき法律上の損害賠償金を
お支払いします。

＜身体賠償事故の場合＞
 治療費、医療費、慰謝料など

＜財物賠償事故の場合＞
 修理費、再調達に要する費用など
 ※ 修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲で
お支払いします。

貴社（被保険者）が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがあ
る場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもか
かわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。

お支払いする
保険金 = 収益減少額 × 利益率 － 支出を免れた

付保経常費（注2）＋
収益減少防止費用
（特別費用）

基本補償の他に、オプション補償をセットでご契約することによって、基本補償では対象外となっていた事故が対象となる場合など
があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

事故対応特別費用

4 争訟費用 = 争訟費用の
総額 ×

支払限度額

6 損害賠償金

6 の保険金は、法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引い
た額をお支払いします。
ただし、ご契約時に設定された支払限度額（保険金額）がお支払い
の限度額となります。

お支払いする
保険金 = 6 損害賠償金 － 自己負担額

基本補償の対象となるような損害
賠償請求がなされた場合、あるいは
損害賠償請求が発生するおそれが
あることを貴社（被保険者）が知った
場合において、貴社（被保険者）がそ
の対処のために支出した費用（文書
作成費用、交通費、事故現場の調査
費用、記録費用・通信費など）を補償
します。

6 損害賠償金の額が支払限度額を超える場合、
4 争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支
払いします。

を受け、
応じて貴社
けた対応を行う
ジャパン日本興亜に協力するために
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ご 加 入 に あ た っ て

貴社（注）の製造、加工、販売、輸入するすべての飲食料品
（注）貴社の名において取引を行う者、貴社が事業の全部または一部を譲り受けた者または買収した者を含みます。

対象となる製品

飲食物の製造業者、販売会社の方など

加入の対象となる事業者

保険期間は1年間です。
損害賠償請求の時期を問わず、保険期間中に生じた賠償事故が保険の対象となります。保険期間開始前に製造、加工、販売、輸入され
た製品が原因であっても、保険期間中に発生した事故であれば保険の対象となります。
なお、保険責任は保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
ただし、保険契約申込書またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。

保険期間

保険料は、支払限度額・自己負担額の設定、製品の種類、年間売上高、領収金等によって異なりますので、取扱代理店または損保ジャパン
日本興亜までお問い合わせください。

お支払いいただく保険料

この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。

保険の適用地域

1 貴社（記名被保険者）　 2 貴社の役員および使用人　 3 貴社の下請負人　 4 貴社の下請負人の役員および使用人
※ 2 3 4 は、貴社の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象（被保険者）となります。

補償の対象となる方（被保険者）

上記は基本補償における被保険者です。セットするオプション補償によっては、被保険者の範囲が基本補償と異なる場合があります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。！
被保険者相互間の賠償責任（交差責任）については、補償対象となるケースと補償対象外となるケースがあります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。！

支払限度額と自己負担額

※ 上記の方式のほかに、1事故について身体賠償・財物賠償それぞれの損害額を合算して保険期間中の支払限度額を限度にお支払いする『身体・財
物共通保険金額設定方式』があります。この方式でご契約いただくと保険料が割引になります。

2  不良完成品損害に関する支払限度額（保険金額）は、基本補償の財物賠償保険金額（1事故・保険期間中）の10％となります。
《注意》 「不良完成品損害」の保険金額は、基本補償の財物賠償保険金額の50％または100％に増額することが可能です。保険

金額の増額を必要とされる場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。ただし、保
険金額の増額に関しては、「不良完成品損害」が実際に発生するかを十分にご確認のうえ、お申し出ください。

3  自己負担額（免責金額）
身体賠償・財物賠償のそれぞれについて、1事故あたりの自己負担額（免責金額）を設定していただきます。

※ ここでは「生産物賠償責任保険」の内容を掲載しています。「食中毒利益保険」の詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合
せください。

1  支払限度額（保険金額）
支払限度額は、身体賠償と財物賠償のそれぞれについて設定していただきます。

〈支払限度額（保険金額）設定例〉

身体賠償
1名につき 3,000万円

1事故および保険期間中限度額 1億円

財物賠償 1事故および保険期間中限度額 5,000万円
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ステップ4

ご加入にあたって
ステップ3

保険金の種類
ステップ2

補 償 内 容
ステップ1

は じ め に

〈賠償責任保険普通保険約款〉
① 記名被保険者、記名被保険者以外の被保険者または保険契約者（これ
らの者が法人である場合は、その役員とします。）の故意によって生じ
た賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を
支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって、
全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大
な事態と認められる状態をいいます。）に起因する賠償責任

③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を
支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤ 記名被保険者および記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務
に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥ 排水または排気（煙または蒸気を含みます。）によって生じた賠償責任
⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に
おいて、その約定によって加重された賠償責任
※「賠償責任保険追加条項」の規定を読み替えた内容を記載しています。
〈賠償責任保険追加条項〉
① 原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
② 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因す
る賠償責任
③ 汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任
④ 医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公
認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業
務に起因する賠償責任
⑤ 記名被保険者が所有、使用または管理する財物（注）の損壊について、
その財物に対して正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任

（注）『管理財物』といい、記名被保険者の所有財物、受託財物（借用財物、
支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物）または作業対象物の
ことをいいます。

〈生産物特約条項〉
① 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊
（その生産物またはその仕事の目的物の他の部分の損壊を含みま
す。）自体の賠償責任（その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不
能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠
償責任を含みます。）
② 記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重
大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物ま
たは行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以
外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被
る損害にかぎります。
③ 被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または
遺棄した結果に起因する賠償責任
④支給財物（注1）の損壊に起因する賠償責任
⑤ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物（注2）を
損壊したことに起因する賠償責任
ア．記名被保険者の役員または使用人
イ．記名被保険者の下請負人
ウ．記名被保険者の下請負人の役員または使用人

⑥不良完成品損害（ 3ページを参照）に起因する賠償責任（注5）
⑦不良製造品・加工品損害に起因する賠償責任（注5）
⑧ 生産物が医薬品等である場合は、次に掲げる損害に起因する賠償責任
ア． 臨床試験薬、妊娠関連の医薬品、トリアゾラムなどに起因する賠償責任
イ． 後天性免疫不全症候群（AIDS)による身体障害、アミノグリコサイド
系製剤によるとする聴力障害、筋肉注射によるとする筋拘縮症、キノ
ホルムによるとするスモンなどに起因する賠償責任

ウ．体内移植用シリコーンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
など

⑨ 生産物が次のアからウのいずれかに該当する場合である場合は、その
生産物が意図された効能または性能を発揮しなかったことに起因する
賠償責任
ア．医薬品等
イ．農薬取扱法に規程する農薬
ウ．食品衛生法に規程する食品

（注1）支給財物
 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
 ア． 作業（注3）に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用

されたものを含みます。
 イ． 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外

の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは
設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを
含みます。

（注2）受託財物
 次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。
 ア．借用財物
   被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または

占有者からの借用許可の有無を問いません。
 イ．支給財物（注1）
 ウ．販売・保管・運送受託物
   記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外

の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に
受託した財物をいい、借用財物および受託財物を除きます。

 エ．作業受託物
  作業（注3）のために被保険者の所有、使用または管理する施設内（注4）
にある財物をいい、販売、修理、保管、運送受託物を除きます。

（注3）作業
  記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者

によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および
洗浄を含みます。

（注4）施設内
  仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内に

あるものとみなします。
（注5）自動セットされる追加条項にて財物保険金額の10%までは補償対象と

なります。
〈食中毒・感染症利益担保特約条項〉
① 保険契約者または被保険者（これらの者が法人である場合は、その役員
または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）の故意または
重大な過失
② 被保険者（被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を
執行するその他の機関をいいます。）の故意または重大な過失による
法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変もしくは暴動または労働争議中の暴力行為、破壊行為その
他の違法行為もしくは秩序の混乱
④地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する
妨害行為

〈人格権侵害担保追加条項〉
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保
険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯を除きます。）に起因
する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金
を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外
の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、
被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に
起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の
了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為
に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、
保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤ 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因す
る賠償責任
⑥ 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない
合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流
用した場合を除きます。
⑧ 宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する
賠償責任
⑨価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任
〈物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項〉
① 記名被保険者により、または記名被保険者のためになされた契約または
合意の履行遅滞または履行不能に起因する賠償責任

② 生産物または仕事の結果について、被保険者が保証し、または表示した
性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する
賠償責任
③ 記名保険者の管理財物の損壊自体の賠償責任
④ 生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑤不良完成品損害（3ページを参照）に起因する賠償責任
⑥不良製造品・加工品損害に起因する賠償責任
〈生産物等回収費用担保追加条項〉
① 保険契約者、記名被保険者もしくは記名被保険者以外の被保険者また
はこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失による事故の発
生。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わな
いのは、その被保険者が被る損害にかぎります。

② 保険契約者、記名被保険者もしくは記名被保険者以外の被保険者また
はこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失による法令違反。
ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないの
は、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 保険契約者または被保険者（保険契約者または被保険者が法人である
場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいい
ます。）が、保険期間の開始時（この保険契約が継続契約である場合に
は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始
時をいいます。）においてすでに知り得ていた事故もしくは知り得ていた
と合理的に推定できる事故
④ 生産物または仕事の目的物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、
変質、変色その他これらに類する事由
⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造、販売等を行った生産物の
同期間経過後の品質劣化
⑥遺伝子組換え、牛海綿状脳症（BSE）またはインフルエンザ
⑦ 回収生産物等の修理もしくは交換上のかし、または代替品のかし
〈生産物・仕事の結果事故における生産物自体・仕事の目的物自体担保追加条項〉
① 生産物特約条項に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良完成
品損害（3ページを参照）に起因する賠償責任
② 生産物特約条項に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良製造
品・加工品損害に起因する賠償責任

〈第三者医療費用担保追加条項〉
① 保険契約者または被保険者（これらの者が法人である場合は、その役員
とします。）の故意
② 医療費用または葬祭費用を受け取るべき者（被害者を含みます。）の故意。
ただし、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 記名被保険者もしくは記名被保険者の使用人等または医療費用もしく
は葬祭費用を受け取るべき者（被害者を含みます。）の自殺行為、犯罪
行為または闘争行為
④被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
⑤ 被害者の心神喪失
⑥ 被害者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。
ただし、保険金を支払うべき身体の障害によるものである場合は、この
規定を適用しません。
⑦ 医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認
会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務
に起因する賠償責任
⑧ 施設を継続的に占有している者またはその者の業務の従事者が被った
身体の障害
⑨運動競技に参加している者が被った身体の障害

保険金をお支払いできない主な場合

※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

など
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契約締結時における注意事項Ⅰ

1  告知義務と告知事項
ご契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項（重要事項等説明書をご確認ください。）について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確
にお申し出いただく義務（告知義務）があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除
されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。

2  保険証券について
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約のお申込み日から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ
ください。

3  保険料領収証について
保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、損保ジャパン日本興亜所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確か
めください。
なお、口座振替の場合は、保険料領収証を交付しておりませんのでご了承ください。

4  クーリングオフ
この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ（ご契約申込みの撤回等）の対象とはなりません。

5  他人のための契約について
ご契約者と被保険者（補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。

6  契約申込書の記載事項の確認
売上高、賃金、入場者、領収金、請負金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項と事実が
異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。

7  保険料の算出について
●  売上高、賃金、入場者、領収金等（以下、「売上高等」といいます。）によって保険料を算出する概算保険料方式のご契約については、「保険料の確定に関する
追加条項」をセットする場合を除き、売上高等が確定した後に、確定した売上高等に基づき算出した保険料（以下、「確定保険料」といいます。）との差額を返
還または請求します。確定保険料の算出基礎数字となる売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。

●  「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出し
ます。確定保険料方式でご加入いただく場合は、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等については、正確にご申告をいただきますようお
願いします。

●   概算保険料方式でご契約いただいている場合で、かつ、保険料が最低保険料（注）となっているご契約について、確定保険料が最低保険料（注）を下回った場合
は、保険料返還は行いません。

●  この保険の最低保険料（注）は保険契約申込書に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
（注） 最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいい

ます。

8  保険料のお支払い方法
●   保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一括払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支
払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜まで
お問い合わせください。

●   保険料は、初回保険料の口座振替に関する特約条項などの特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始
まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜が保険料を領収する前に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。

●   分割払の場合には、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
●   分割払の場合の第2回目以降の分割保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払
込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができなかったり、保険契約が解除される場合があります。

特にご注意いただきたいこと
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契約締結後における注意事項Ⅱ

1  通知義務等
（1） 保険契約締結後、通知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご

通知いただく必要はありません。

通知事項

①記名被保険者が個人（※1）のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

②記名被保険者が上記①以外のお客さまの場合
次のような場合には、あらかじめ（※2）取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合

（※1）個人事業主のお客さま（法人以外の組合等のお客さまも含みます。）は、個人に含みます。
（※2） 保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あら

かじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく
取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知が必要となります。

（2） 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの
重要なご連絡ができないことがあります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡く
ださい。

ご契約者の住所などを変更される場合

（3） ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。

2  ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところに
より保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

万一事故にあわれたらⅢ

1  事故が起こった場合のお手続き
事故が起こった場合は、遅滞なく、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店まで
ご連絡ください。
遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払い
できないことがありますので、ご注意ください。

2  保険金のご請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、「重要事項等説明書」、「普通保険約款、特約条項、
追加条項等」をご確認のうえ、損保ジャパン日本興亜が求める書類をご提出くだ
さい。
（注） 事故の内容および損害の額等に応じ、「重要事項等説明書」の記載以外の

書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

3  保険金のお支払いについて
上記❷の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金を
お支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、
支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

4  保険金請求権に関して
被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパン日本興亜から直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細に
つきましては損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までお問い合わせください。

5  示談交渉サービスはありません
● この保険では、損保ジャパン日本興亜が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
　 この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、示談交渉を進めるためのご相談に応じさせていただきますので、必ず損保ジャパン日本興亜
とご相談いただきながら被保険者ご自身で示談交渉をお進めください。

●  なお、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その全額または一部について
保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。

事故が起こった場合
事故が起こった場合は、遅滞なく、損保ジャパン日本興亜または取扱
代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故
サポートセンターへご連絡ください。
【窓口：事故サポートセンター】

0120ー727ー110
おかけ間違いにご注意ください。

【受付時間】   平　　日 ： 午後5時～翌日午前9時
土日祝日 ： 24時間（12月31日～1月3日を含みます。）

※ 上記受付時間外は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご
連絡ください。
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■このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款、特約条項、追加条項等」、「重要事項等説明書」をご覧くだ
さい。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

お問い合わせ先

(SJNK16-50373.2016.10.11) (16090801) 320460  -0200

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
Tel:03-3349-3111
〈公式ウェブサイト〉 http://www.sjnk.co.jp/

その他ご注意いただきたいことⅣ

1  取扱代理店の権限
取扱代理店は、損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業
務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約
されたものとなります。

2  複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払そ
の他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。
確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

3  保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減さ
れることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人（引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）またはマ
ンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで（ただし、破綻時から3か月までに発生した事故
による保険金は全額）が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

4  個人情報の取扱いについて
損保ジャパン日本興亜は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等
を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）につきましては、保険業
法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト（http://www.sjnk.co.jp/）に
掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。

5  訴訟により提起された場合
この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償し
ます。

6  質権の設定について
賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。

保険会社との間で問題を解決できない場合
（指定紛争解決機関）

損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受け
た指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実
施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を
解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立
てを行うことができます。

【窓口：一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】

 0570ー022808〈通話料有料〉
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。

おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】   平　日 ： 午前9時15分～午後5時

（土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

（http://www.sonpo.or.jp/）

商品に関するお問い合わせ
◆パソコン・スマートフォンから

http://www.sjnk.co.jp/contact/
損保ジャパン日本興亜問い合わせ 検索

【受付時間】   
平日 ： 午前9時～午後8時
土日祝日 ： 午前9時～午後5時

（12月31日～1月3日は休業）
（注1） お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス

課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
（注2） パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環

境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。

0120ー888ー089
おかけ間違いにご注意ください。


